
電気主任技術者に係る認定校の仕組み
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（大臣訓令）

申請

認定基準をもとに審査
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授業内容等の変更があった
場合、届出書提出

認定、変更
届出及び
認定取り消
しがあった
とき

認定が適当でなく
なった、または届
出義務に違反した

認定校

認定の取り消し

経済産業大臣の認
定を受けようとする
教育施設

認定された
教育施設

教育施設の種類（大学、
短大、高専、高校等）ごと
に４項目の基準を定義

• 入学資格、修業年限及
び教育施設の内容

• 関係学科の科目区分別
授業内容及び履修単位

• 関係学科教員の資格及
び数

• 関係学科の実験設備等
1. 電気機器実験用設

備
2. 電子・情報工学実験

設備及び実習設備
3. 高電圧試験設備
4. 測定用設備及び計

器類設備




